
令和３年度　海岸地区まちぢから協議会　主要事業の実績表

令和３年 令和４年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

１．会議等の実施

★総会 ★

●運営員会 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

▲役員会 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

２．部会活動

●（掲示板グループ会議） ●（掲示板グループ会議） ●（掲示板着工） ●（掲示板工事完了） ●

●（広報紙編集会議①） ●（広報紙編集会議②）

×（HUG中止） ×（合同防災訓練中止）

×（市民集会中止） ●（市民集会G会議①・②） ●（市民集会G会議③） ●

×（合同新年会中止） （市民集会広報紙発行）

×（梅まつり中止）

３．特定事業 ×（盆おどり中止）

●広報紙 ●（広報紙/海岸まちぢから6号発行） ●（広報紙/海岸まちぢから7号発行）

その他主要な事業

感震ブレーカー設置事業

●広報部会

▲防災安全部会

■イベント企画部会

感染症対策を徹底しながら啓発及び必要に応じた活動を実施

※企画案等の検討については、メール等により、意見交換を実施

×（避難所運営時感染症対策勉強会　順延＆延期）

答

令和４年５月１９日

第１回茅ヶ崎市地域

コミュニティ審議会

資料１１－１



認定コミュニティ活動状況資料 
 

海岸地区まちぢから協議会 
 

（１） 認定基準への適合に関する資料 

認定基準確認表                １ 

規約等                  ２～８ 

委員名簿                   ９ 

 

（２）認定コミュニティの活動及び特定事業に関する資料 

前年度の活動報告書及び収支決算書     １０～１５ 

当該年度の活動計画書及び収支予算    １６～１７ 

特定事業の概要               １８ 

  （広報紙発行事業） 

  特定事業実施報告書          １９～２１ 

  （広報紙発行事業） 

 

 

【参考資料】海岸まちぢから 

 

令 和 ４ 年 ５ 月 １ ９ 日 

第 １ 回 茅 ヶ 崎 市 地 域 

コ ミ ュ ニ テ ィ 審 議 会 

資 料 １ １ － ２ 



設立趣意書抜粋（地区の特性等） 

 
 （新たな地域コミュニティの取り組みを進める社会的背景） 

海岸地区は、海に面した地域性からマリンスポーツ文化が根付き、明治中期以降の別荘地とし

ての歴史を背景に、市内にとどまらず、多くの人から閑静な住宅地として人気を集めている。そ

のような中、海岸地区は１３の自治会を中心に、福祉、青少年育成、防災、環境保全といった様々

な分野で多くの団体が活動し、地域生活を支えてきた。 

しかし、情報化社会の発展やそれに伴う生活様式の変化により、地域にとらわれない大きな範

囲でのつながりが可能となり、コミュニティの基盤となる地域への関心、連帯感が薄れてきてい

る。また、各団体の取り組みも専門性が高く、地域課題に対し個別に対応する状況となっている。

一方で、高齢者や子どもの見守りなど、地域全体で協力して取り組まなければならない事柄は増

加傾向にあり、従来自治会が中心となり担ってきた、あらゆる世代がつながり支え合うまちづく

りを継続、発展させていくためには、地域住民や地域で活動する各種団体が積極的に連携し、協

力していく必要性が高まっている。 

 

（海岸地区で新たな地域コミュニティの取り組みを進める理由） 

 多くの方に愛されている海を大切にし、自然と文化が共存する海岸地区であり続けるためには、

今まで以上に地域の団体や住民が身近な問題について気軽に話し合い、顔の見える関係づくりや

住民相互の連携を図り、「共助」の力を強くしていかなければならない。また、従来自治会が担っ

てきた地域におけるコーディネート機能をさらに高め、地域横断的な取り組みを進めることが必

要となることから、地域と市とが密接に連携・協力し、多くの住民で地域の情報を共有し、課題

を発見し、その課題を解決していくため、新たな地域コミュニティの形成を図ることとした。 

 

（海岸地区での新たな地域コミュニティの取り組みを進める目的） 

(1) 協議の場 

  地域住民と市が協働して、地域の様々な立場の方々が、自分たちの地域について話し合い、

地域の課題を共有し、協議をする。 

(2) まちぢからの醸成 

  地域の課題を解決するために必要なサービスや事業を、地域が市と協働して実行することに

より、地域で活動している多様な担い手の連携を推進する。また、地域住民の地域活動への新た

な参画を促進し、地域活動を活性化し、まちぢからを高める。 

(3) 自助・共助・公助のまちづくり 

  活力のある地域社会を持続可能なものとしていくため、地域と市がそれぞれの責任の下で役

割を担い、日常の問題を解決する環境づくりを進めることで地域における支え合いのカタチを再

構築し、共助の拡大につなげる。 

(4) 地域住民主体の市政 

  地域の事情を踏まえ、地域住民と市が協働して、地域の多様な方々が協議することにより、

地域で何を優先して実施すべきかの選択が行えるようになり、地域が優先すべき地域課題に予

算・設備を効果的に活用し、事業展開ができるようにする。 



認定審査基準確認表 

海岸地区まちぢから協議会 

審 査 基 準 基準への適合状況（申請時） 基準への適合状況（Ｒ４年度） 

(1) 

申請書に、主として活動する区域が記載されて

いるか。 

申請書に活動区域の記載あり。 

申請団体の規約に、主として活動する区域が規

定されているか。 

規約第２条に市長が告示する海岸地区を協議会の活動

区域とする旨規定あり。 

・申請時と同様で変更無し。

規約に規定された主として活動する区域が、市

長の告示する区域と合致しているか。 

市長が告示する区域である、審議会ファイル「別図４」

と規約第２条における協議会の活動区域が合致。 

・申請時と同様で変更無し。

(2) 

申請団体の規約に、申請団体の構成員として、

当該活動区域に有する、市長に届け出た全ての

自治会（以下「全ての自治会」という。）が規

定されているか。 

規約第５条（１）に「海岸地区に属する各単位自治会

の代表」が委員である旨記載あり。 

・申請時と同様で変更無し。

申請団体が作成した構成員の一覧を記載した

書類により、全ての自治会が構成員であること

が明確であるか。 

市長に届け出た自治会は「地区別単位自治会の名称」

のとおり１３自治会あり、名簿に、「地区別単位自治会

の名称」に記載されている全ての自治会名が記載され

ている。 

・申請時と同様で変更無し。

(3) 

申請団体の規約に、申請団体の構成員として、

茅ヶ崎市地域コミュニティの認定等に関する

条例施行規則第３条第１項各号に規定された

団体が規定されているか。 

規約第５条（２）～（９)に規定あり。（（７）を除く。） 

◆地域福祉の推進を主たる目的とするコミュニティ

（２）海岸地区社会福祉協議会の代表 

（３）海岸地区民生委員児童委員協議会の代表 

（８）地域包括支援センターあいの代表 

（９）ボランティアセンター海岸の代表 

◆文化、芸術又はスポーツの振興を主たる目的とする

コミュニティ

（６）東海岸体育振興会の代表 

◆児童又は青少年の健全な育成を主たる目的とするコ

ミュニティ

（４）茅ヶ崎小学校区青少年育成推進協議会の代表 

（５）東海岸小学校区青少年育成推進協議会の代表 

・申請時と同様で変更無し。

申請団体が作成した構成員の一覧を記載した

書類により、前項の団体が構成員であることが

明確であるか。 

名簿に、「規約第５条（２）～（９）（（７）を除く。）」

に規定される団体名が記載されている。 

・申請時と同様で変更無し。

(4) 

申請団体の規約に、公募により選出される構成

員について規定されているか。 

規約第５条（１０）に規定あり。 ・申請時と同様で規程に変更無し。

(5) 

申請団体の規約に、申請団体の活動又は事業に

活動区域の誰もが参加できることが規定され

ているか。 

規約第９条、第２１条～第２５条に部会の規定あり。 ・申請時と同様で変更無し。 

(6) 

申請団体の規約に、運営が民主的に行われる仕

組みが規定されているか。 

規約第９条第２項及び第３項に過半数の出席、多数決

といった意思決定の方法が規定されている。 

・申請時と同様で変更無し。

(7) 

申請団体に関する、目的、名称、主として活動

する区域、主たる事務所の所在地、代表者に関

する事項、会議に関する事項が規定された規約

があるか。 

規約第１条に名称及び事務所の所在地、第２条に主と

して活動する区域、第３条に目的、第８条に代表者に

関する事項、第９条に会議に関する事項が規定されて

いる。 

・申請時と同様で変更無し。

(8) 

申請団体の規約に、営利的活動、宗教的活動、

政治的活動を主たる目的とする事業が行われ

ないことが読み取れるか。 

・別紙事業報告書のとおり、規約第 3 条に規定さ

れた目的達成に関する事業のみを行っている。 
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海岸地区まちぢから協議会 規約 

目次 

第１条 名称 

第２条 区域 

第３条 目的 

第４条 事業 

第５条 委員 

第６条 役員 

第７条 役員の任期 

第８条 役員の任務 

第９条 会議 

第１０条 総会 

第１１条 総会の種別 

第１２条 総会の招集 

第１３条 総会の議決事項 

第１４条 総会の議事録 

第１５条 運営委員会 

第１６条 運営委員会の招集 

第１７条 運営委員会の決定事項 

第１８条 役員会 

第１９条 役員会の招集 

第２０条 役員会の所掌事項 

第２１条 部会 

第２２条 部会長及び副部会長の任務 

第２３条 部会長及び副部会長の任期 

第２４条 部会の招集 

第２５条 部会の協議事項 

第２６条 海岸地区コミュニティセンターの管理運営 

第２７条 事務局 

第２８条 事業及び会計年度 

第２９条 経費 

第３０条 住民等からの意見等の取り扱い 

第３１条 必要事項 
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（名称及び所在地） 

第１条 本会は、海岸地区まちぢから協議会と称し、その所在地を海岸地区コミュニティセンター 

（東海岸北５－１６－２０）とする。 

（区域） 

第２条 本会の活動区域は市長が告示する海岸地区（以下「海岸地区」という。）とする。 

（目的） 

第３条 本会は、住みよい地域社会の構築のため、地域課題を把握・協議し、市と協働して、自主 

的・主体的に課題解決に向けた地域活動を行うことを目的とする。 

（事業） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 住民相互及び各種団体の連携促進に関すること。

(2) 住民参画の促進及び団体活動の活性化に関すること。

(3) 地域課題を共有し、課題解決のための検討、提案及び事業の実施に関すること。

(4) 地域のあり方や目指すべき方向性の検討に関すること。

(5) 海岸地区コミュニティセンターの管理運営に関すること。

(6) その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

（委員） 

第５条 本会の委員は、次に掲げるものとする。 

(1) 海岸地区に属する各単位自治会の代表

(2) 海岸地区社会福祉協議会の代表

(3) 海岸地区民生委員児童委員協議会の代表

(4) 茅ヶ崎小学校区青少年育成推進協議会の代表

(5) 東海岸小学校区青少年育成推進協議会の代表

(6) 海岸地区体育振興会の代表

(7) 海岸地区コミュニティセンター管理委員会の代表

(8) 地域包括支援センターあいの代表

(9) ボランティアセンター海岸の代表

(10) 公募による者

(11) 本会が推薦する者

２ 委員の任期は２年とする。ただし、総会の決議によってその任期を短縮することを妨げない。 

３ 委員は再任を妨げない。 

４ 委員の定数は、３０名以内とする。 

５ 欠員による補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 委員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、委員として職務を行わなけ

ればならない。 
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（役員） 

第６条 本会に次の役員を置くものとする。 

(1) 会長    １名 

(2) 副会長   ２名 

(3) 書記    １名 

(4) 会計    １名 

(5) 監事    ２名 

２ 前項の役員は、総会において、委員の中から選任する。 

（役員の任期） 

第７条 役員の任期は２年とする。ただし、総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。 

２ 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員は再任を妨げない。 

４ 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、役員として職務を行わなけ

ればならない。 

（役員の任務） 

第８条 役員の任務は、次のとおりとする。 

(1) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときには、その職務を代理する。

(3) 書記は、事務局を統括する。

(4) 会計は、本会の運営及び活動に関する経理事務を行う。

(5) 監事は、本会の会計事務及び業務執行について監査を行い、毎年定期総会に報告する。会計事務

及び業務執行について不整の事実を発見し、総会に報告の必要があると認めるときは、臨時総会の

開催を請求する。 

（会議） 

第９条 本会の会議は、総会、運営委員会、役員会及び部会とする。 

２ 会議は、各会議を構成する者の過半数の出席により成立する。ただし、総会については委員のうち、

委任状の提出をもって出席とみなすことができる。 

３ 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

４ 前２項の規定は、総会、運営委員会及び役員会に適用するものとし、部会については部会長に対応

を委ねるものとする。 

５ 会議には、各会議を構成する者以外の者に出席をもとめ、意見を聞くことができる。 

（総会） 

第１０条 総会は、委員をもって構成する。 

２ 総会の議長は、その総会において、出席した委員の中から選出する。 

（総会の種別） 

第１１条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。 

２ 定期総会は、年度当初に開催する。 

３ 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、総会を構成する者の３分の１以上から会議の目的たる事項

を示して請求があったとき及び第８条第５号の規定により監事から請求があったときに開催する。 
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（総会の招集） 

第１２条 総会は、会長が招集する。 

２ 総会を招集するときは、委員に対し、会議の目的、内容、日時及び場所を示して会議の１５日前ま

でに通知しなければならない。 

（総会の議決事項） 

第１３条 総会は、次に掲げる事項を決定する。 

(1) 本会の事業報告及び決算に関すること。

(2) 本会の事業計画及び予算に関すること。

(3) 本会の役員の選任及び解任に関すること。

(4) 規約の制定及び改廃に関すること。

(5) その他本会の組織及び運営方針に関すること。

（総会の議事録） 

第１４条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

(1) 日時及び場所

(2) 委員の現在数及び出席者数（委任状を提出した委員も含む。）

(3) 開催目的、協議事項及び議決事項

(4) 議事の経過の概要及びその結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

２ 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人２名以上の署名押印をしなければ

ならない。 

（運営委員会） 

第１５条 運営委員会は、委員をもって構成する。 

２ 運営委員会の議長は、本会の会長が就く。 

（運営委員会の招集） 

第１６条 運営委員会は、会長が必要と認めたときに招集する。 

（運営委員会の決定事項） 

第１７条 運営委員会は、本会の事業や地域課題を協議し、次の事項を決定する。 

(1) 本会の委員等の入会又は退会に関すること。

(2) 本会の公募による委員の募集に関すること。

(3) 部会の設置及び廃止に関すること。

(4) 各部会長の選任及び解任に関すること。

(5) 各部会が協議した事項に関すること。

(6) 各部会間及び各種団体間の連絡調整に関すること。

(7) 本会に寄せられた意見及び提案事項に関すること。

(8) 住民への周知に関すること。

(9) その他委員から提案された事項に関すること。
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（役員会） 

第１８条 役員会は、役員をもって構成する。 

２ 役員会の議長は、本会の会長が就く。 

（役員会の招集） 

第１９条 役員会は、会長が必要と認めたときに招集する。 

（役員会の所掌事項） 

第２０条 役員会は、次の事項を所掌する。 

(1) 総会及び運営委員会に付議する事項に関すること。

(2) 総会及び運営委員会において決定された事項のうち、本会全体に係るものの執行に関すること。 

(3) その他総会及び運営委員会の決定を要しない会務の執行に関すること。

（部会） 

第２１条 部会は、部会員をもって構成する。 

２ 部会に、部会長及び副部会長を置く。 

３ 部会長は、委員から選任する。 

４ 部会員は、当該部会への参画の意志があるものとする。 

５ 副部会長は、その部会において部会員の中から互選により選出する。 

６ 部会の議長は、部会長が就く。 

（部会長及び副部会長の任務） 

第２２条 部会長及び副部会長の任務は、次のとおりとする。 

(1) 部会長は、担当部会を代表し、部会の運営を総括する。

(2) 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときには、その職務を代理する。

（部会長及び副部会長の任期） 

第２３条 部会長及び副部会長の任期は２年とする。ただし、運営委員会の決議によってその任期を短

縮することを妨げない。 

２ 補欠により選任された部会長及び副部会長の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 部会長及び副部会長は再任を妨げない。 

４ 部会長及び副部会長は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、部会長及び

副部会長としてその職務を行わなければならない。 

（部会の招集） 

第２４条 部会は、部会長が必要と認めたときに招集する。 

（部会の協議事項） 

第２５条 部会は、所掌する事項について調査・審議する。 

２ 部会名及び所掌する事項は、別に定める。 

（海岸地区コミュニティセンターの管理運営） 

第２６条 本会の中に海岸地区コミュニティセンター管理委員会を設ける。 

２ 海岸地区コミュニティセンター管理委員会は、海岸地区コミュニティセンターの管理運営を行い、

所掌する事項は別に定める。 
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（事務局） 

第２７条 本会に、事務を処理するため、事務局を置く。 

２ 事務局は、次の事項を行う。 

(1) 会議の資料の作成に関すること。

(2) 会議の議事録の作成に関すること。

(3) 会計事務に伴う事項に関すること。

(4) 茅ヶ崎市や関係団体等との連絡調整に関すること。

(5) その他本会の運営に必要な事項に関すること。

（事業及び会計年度） 

第２８条 本会の事業及び会計年度は、毎年４月１日より翌年３月３１日とする。 

（経費） 

第２９条 本会の経費は、補助金及びその他の収入をもってあてる。 

（住民等からの意見等の取り扱い） 

第３０条 会議で出された意見等の他、地区の住民及び各種団体から寄せられた意見等は、事務局が取

りまとめ、役員会及び運営委員会に報告する。 

（必要事項） 

第３１条 その他、本会の運営について必要な事項は別に定める。 

附 則 

この規約は、平成２８年３月２７日から施行する。 

 この規約は、海岸地区コミュニティセンター管理委員会の組織組み入れに伴い、令和２年９月１９日

の臨時総会の議決に基づき、令和３年４月１日から施行する。 

この規約は、令和４年４月２３日の定期総会の議決に基づき、令和４年４月２３日から施行する。 
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8 

海岸地区まちぢから協議会 部会規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、海岸地区まちぢから協議会規約第２５条第２項の規定により、海岸地区まちぢ 

から協議会の部会名及び所掌する事項等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（部会の設置） 

第２条 海岸地区まちぢから協議会に設置する部会は、次のとおりとする。 

また、必要に応じて部会内にグループを設置し、互選によりグループリーダーを置く。 

（１）広報部会

ホームページグループ

広報グループ

掲示板グループ

（２）防災安全部会

（３）イベント企画部会

市民集会グループ

合同新年会グループ 

梅まつりグループ 

盆踊り検討グループ 

（部会の所掌事項） 

第３条 前条に規定した部会の所掌する事項及び具体的な取り組み内容は、次のとおりとする 

（１）広報部会

イ ホームページに関すること

ロ 広報紙等に関すること

ハ 掲示板設置に関すること

ニ その他、運営委員会等で当該部会での検討を決定した案件等に関すること

（２）防災安全部会

イ 防災訓練の実施に関すること

ロ 安全・安心な暮らしに関すること

ハ その他、運営委員会等で当該部会での検討を決定した案件等に関すること

（３）イベント企画部会

イ 市民集会、合同新年会、梅まつり等海岸地区まちぢから協議会が主催、共催す

る一般的催しに関すること。

ロ その他、運営委員会等で当該部会での検討を決定した案件等に関すること

附 則 

この規程は、平成２９年６月２４日から施行する。 

この規程は、平成３０年６月２３日に一部改正し直ちに施行する。 
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２０２２年４月２３日現在

住　　所 電　　話

所　　属

東海岸北二丁目自治会

東海岸南三丁目自治会

東海岸南一丁目自治会
海岸地区民生委員児童委員協議会

東海岸小学校区青少年育成推進協議会

東海岸南五丁目自治会

海岸地区コミュニティセンター運営委員会

東海岸北四丁目自治会

推薦委員

ボランティアセンター海岸

東海岸北一丁目自治会

東海岸北三丁目自治会

東海岸北五丁目自治会

東海岸南二丁目自治会

東海岸南四丁目自治会

東海岸南六丁目自治会

パシフィックガーデン茅ヶ崎自治会

海岸地区社会福祉協議会

茅ヶ崎小学校区青少年育成推進協議会

海岸地区体育振興会

地域包括支援センターあい

推薦委員

推薦委員

公募委員

茅ヶ崎1-1-1 82-1111
茅ヶ崎市役所市民自治推進課

23
担当
職員

森島　慶介
shiminjichi@city.chigasaki.kanagawa.jp

21 飯田　誠一

22 佐野　奈緒子

16 鈴鹿　隆司

20 登尾　泉美

9 山本　俊夫

19 町田奈津美

17 原　京子

18 加藤　大嗣

14 和田　智弘

15 小林　正尚

12 大野　茂生

13 中村　嘉人

11 仁井田　徳久

7 監事 渡辺　末一

8 部会長 山田　秀砂

10 米井　博之

6
監事
コミセ
ン

佐藤　良一

4 書記 今泉　勲

5 会計 島田　渡

海岸地区まちぢから協議会　運営委員名簿
（注）本名簿は個人情報保護に十分留意して取り扱うこと。

役　職 氏　　名
E-mail Adress

3
副会長
部会長

丸山　泰

1 会長 林　正明

2
副会長
部会長

真野　宗直
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前年度の活動報告書及び収支決算書 

令和３年度事業報告 

１ 会議等の実施 

（1）総会、運営委員会、役員会

実施日 会議の名称 主な内容等 

令和 3 年 4 月 8 日 4 月役員会 (1)定期総会について

4 月 24 日 定期総会 (1)議案第１号 令和２年度事業報告について

(2)議案第２号 令和２年度収支決算について

(3)議案第３号 令和３年度事業計画（案）について

(4)議案第４号 令和３年度収支予算（案）について

24 日 4 月運営委員会 (1)2021 年度感震ブレーカー設置について

(2)「自治会役員名簿・加入世帯数」提出

(3)運営委員会名簿チェック

(4)部会・グループの見直しについて

(5)部会報告・団体報告

(6)その他情報交換

5 月 20 日 5 月役員会 (1)運営委員会の議案検討

22 日 5 月運営委員会 (1)2021 年度部会名簿配布

(2)部会報告・団体報告

(3)まちぢから協議会連絡会に関する報告事項

6 月 17 日 6 月役員会 (1)運営委員会の議案検討

19 日 6 月運営委員会 (1)まちぢから協議会連絡会情報交換会について

(2)部会報告・団体報告

(3)まちぢから協議会連絡会に関する報告事項

7 月 22 日 7 月役員会 (1)運営委員会の議案検討

24 日 7 月運営委員会 (1)2021 年度感震ブレーカー補助金申請書の提出

(2)8 月 14 日開催予定の運営委員会の開催について

(3)部会報告・各団体報告

(4)まちぢから協議会連絡会に関する報告事項

9 月 16 日 9 月役員会 (1)運営委員会の議案検討

18 日 9 月運営委員会 (1)2021 年度感震ブレーカー補助金申請の件

(2)部会報告・各団体報告

(3)まちぢから協議会連絡会に関する報告事項

10 月 21 日 10 月役員会 (1)運営委員会の議案検討

23 日 10 月運営委員会 (1)令和 4 年度うみかぜテラス会議室予約について

(2)部会報告・団体報告

(3)まちぢから協議会連絡会に関する報告事項

11 月 18 日 11 月役員会 (1)運営委員会の議案検討

20 日 11 月運営委員会 (1)避難行動要支援者支援に関するアンケート調査結果

報告書について 

(2)まちぢから協議会連絡会研修会・懇親会の内容変更

について 

2
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実施日 会議の名称 主な内容等 

(3)部会報告・各団体報告

(4)まちぢから協議会連絡会に関する報告事項

12 月 16 日 12 月役員会 (1)運営委員会の議案検討

18 日 12 月運営委員会 (1)部会報告・各団体報告

(2)公募委員募集について

(3)まちぢから協議会連絡会に関する報告事項

令和 4 年 1 月 20 日 1 月役員会 (1)運営委員会の議案検討

1 月 22 日 1 月運営委員会 (1)2022 年度海岸地区まちぢから協議会主要日程（案） 

(2)部会報告・各団体報告

(3)まちぢから協議会連絡会に関する報告事項

2 月 17 日 2 月役員会 (1)運営委員会の議案検討

2 月 19 日 2 月運営委員会 (1)部会報告・各団体報告

(2)まちぢから協議会連絡会に関する報告事項

3 月 17 日 3 月役員会 (1)運営委員会の議案検討

3 月 19 日 3 月運営委員会 (1)2022 年度定期総会について

(2)自治会加入世帯数等提出依頼

(3)団体代表者の変更等について

(4)部会報告・各団体報告

(5)まちぢから協議会連絡会に関する報告事項

（2）広報部会（広報紙グループ）

実施日 会議の名称 主な内容等 

令和 3 年 6月 10 日 第１回編集会議 第 6 号納入・配布 

11 月 24 日 第２回編集会議 第 7 号納入・配布 

企画案等の検討については、会議によらずメール等に

より、意見の交換を実施 

（3）広報部会（掲示板グループ）

実施日 会議の名称 主な内容等 

令和 3 年 4 月 9 日 役員会 ・宝くじ助成金（コミュニティセンター助成事業）に

より、令和３年度に６箇所の掲示板を設置できるこ

ととなった。

・さらに自主財源による１箇所を加え、今年度に７箇

所の設置を行うことに決定。

・掲示板設置工事業者を、（株）クワコーに決定。

5 月 24 日 設置位置の現地確認 ・設置業者、林会長、今泉書記で、各設置場所を現地

確認。

・自主財源による１箇所の設置候補地は、東海岸南第

７公園（南１丁目）とし、市民自治推進課に公園緑

地課の許可調整を依頼。

8 月 設置工事着工 ・今年度計画の７箇所の設置工事に着工。

9 月 設置工事完了 ・全７箇所の設置工事完了を確認。

・平成 30年度に本事業を企画して以来、令和元年から

計 14箇所の掲示板を設置し、当面の目標としていた

“海岸地区の全自治会に掲示板を設置”が完了した。 
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（4）防災安全部会

実施日 会議の名称 主な内容等 

8 月 22 日に海岸地区コミセンで予定しておりました

避難所運営委員向け HUG は、新型コロナ感染症対策の

一環として開催を中止いたしました。 

10 月 16 日に東海岸小学校で予定しておりました海

岸地区合同防災訓練は新型コロナ感染対策の一環とし

て開催を中止いたしました。 

12 月、1 月、2 月と順延になり、3 月 21 日に予定し

ておりました避難所運営時の感染症対策勉強会は新型

コロナ感染症対策の一環とし再度延期となりました。

（5）イベント企画部会（市民集会グループ）

実施日 会議の名称 主な内容等 

令和 3 年 11 月 6 日 第１回会議 提出された意見の取りまとめ 

18 日 第２回会議 要望書提出に向けた編集作業 

令和 4 年 2 月 24 日 第３回会議 海岸地区住民に向けた報告書の作成作業 

（6）イベント企画部会（合同新年会グループ）

実施日 会議の名称 主な内容等 

1 月 15 日に体験学習センターうみかぜテラスで予定

しておりました海岸地区まちぢから協議会合同新年会

は、新型コロナ感染対策の一環として、開催を中止い

たしました。 

（7）イベント企画部会（梅まつりグループ）

実施日 会議の名称 主な内容等 

2 月 11 日に高砂緑地で予定しておりました梅まつり

は、新型コロナ感染対策の一環として、開催を中止い

たしました。 

（8）イベント企画部会（盆踊りグループ）

実施日 会議の名称 主な内容等 

8 月 15 日に東海岸小学校で予定しておりました海岸

地区盆踊りは、新型コロナ感染対策の一環として、開

催を中止いたしました。 
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２ 事業の実施 

実施予定日 区分 事業名 内容・実施体制・参加者数 

令和 3 年 8 月 15 日 主催 海岸地区盆踊り 新型コロナ対策のため開催中止 

10 月 2 日 主催 市民集会 新型コロナ対策のため開催中止 

10 月 16 日 主催 海岸地区防災訓練 新型コロナ対策のため開催中止 

令和 4 年 2 月 11 日 共催 梅まつり 新型コロナ対策のため開催中止 

通年 主催 感震ブレーカー設置事業 別記載 

（1）感震ブレーカー設置事業

大規模地震時の通電火災対策として、まちぢから協議会が中心となって地区内の自治会で 29 年

度より感震ブレーカーの設置作業を行っている。 

令和２年度の経験を活かし、新型コロナウイルス感染対策を徹底しながら啓発及び必要に応じた

活動を実施することができた。 

具体的には、海岸地区として、１４７個の申請を行い、東海岸北二丁目自治会、東海岸南二丁目

自治会、東海岸南三丁目自治会、東海岸南四丁目自治会において、設置に務めた。 

（2）広報活動事業

概 要 海岸地区まちぢから協議会の活動を地域住民に周知した。 

実 施 海岸まちぢから６号（令和３年６月１５日発行 ９,０００部印刷 全戸配布） 

海岸まちぢから７号（令和３年１２月１日発行 ９,０００部印刷 全戸配布） 

（3）広報掲示板設置事業

概 要 海岸地区まちぢから協議会や自治会等の活動を地区内に周知するため、一般コミュニテ

ィ助成及びその他自主財源を活用し、新たに７か所に設置。平成３０年度から合計１４

か所の設置となった。 

（4）市民集会

概 要 10 月 2 日に体験学習センターうみかぜテラスで予定していたが、新型コロナ感染対策

の一環として、開催を中止となった。代替手段として、書面による開催とし、質問事項

を取りまとめ、市からの回答をもとに、地域課題の解決に資する取り組みを実施。 

その結果を「海岸地区まちぢから（市民集会特別号）」として、令和 4 年 3 月 31 日付け

で地域住民に周知を行った。 
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収入の部

予算額 決算額 内　 　訳

　補助金 538,000 538,000
運営費等助成金　250,000円
うみかぜテラス施設使用料補助 90,000円
特定事業費（広報紙発行事業）　198,000円

　繰越金 5,589 5,589

　助成金 2,500,000 2,500,000 宝くじ一般コミュニティ助成金

1 9 利息等

3,043,590 3,043,598

支出の部

予算額 決算額 内　訳

　【本部】 250,000 250,000

　事務費 30,000 26,921 資料作成、コピー代

　会議費 50,000 30,422 レジュメ・資料代

　広報啓発費 50,000 14,302 自治会加入促進チラシ作成

　事業費 105,000 154,635
広報掲示板保険
市民集会リーフレット作成
集会所環境整備

10,880 茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会負担金

2,500 広報掲示板端数負担：2500円

 返還金 0 10,340

　【3部会】 0 0 部会活動は、本部費で計上

小計 250,000 250,000

 使用料 90,000 14,990 教室使用料

 市への返還金 0 75,010

小計 90,000 90,000

 委託料 198,000 198,000
印刷校正委託（仕分け作業含む）
9,000部×２回

 予備費 0 0

 市への返還金 0 0

小計 198,000 198,000

-2,500 端数2500円を、運営費/負担金に計上

小計 2,502,500 2,500,000

0 5,598

3,090 0

0 85,350

3,043,590 3,043,598

 負担金 15,000

宝くじ一般コミュニティ助成事業による広報掲示板設置

繰越金

予備費

使

用

料

う

み

か

ぜ

テ

ラ

ス

特
定
事
業
費

広
報
紙
発
行
事
業

市への返還金（トータル）

合　　計

2,502,500物品及び設置

一
般
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ

助
成
事
業

広
報
掲
示
板
設
置
事
業

2,502,500

運
営
費

令和３年度　海岸地区まちぢから協議会収支決算

項　目

　その他

合　　計

項　目
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 令和４年４月16日

　　上記のとおり、報告します。

　会長

 会計

　収支決算書、預金通帳、証書類を監査しましたところ、適正なものと認めます。

 監事

 監事
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当該年度の活動計画書及び収支予算書 

令和４年度事業計画 

海岸地区まちぢから協議会の規約に基づく目的を達成するために次の取り組みを実施する。 

１ 課題把握 

 各団体や住民が抱えている課題や取り組みなど、地域に関する様々な情報の把握・共有を行い、各分

野・各部会とともに、課題を整理し、調査・研究を行い、課題解決までの方法等について検討を行う。 

２ 課題解決 

把握した課題を協議する中で、各団体や地域住民及び行政と協働による課題解決に取り組む。 

３ 事業等の実施 

表１及び表２のとおり、継続した事業を実施する。 

４ 地域集会施設の指定管理 

 海岸地区まちぢから協議会が、活動の拠点である地域集会施設の管理委員会と連携することによって、

より良い地域活動の推進を目指す。 

５ その他 

表２にある各種事業については、コロナ禍における地域活動について、市民集会をはじめ防災訓練 

等の事業について、感染拡大防止に努めるとともに、新たな手法を含めたより良い事業実施のあり方を

検討する。 

【表１】 

事業項目 実施予定日 内 容 

１ 
海岸地区まちぢから

協議会の運営に関す

ること 

通年 

○海岸地区まちぢから協議会の目的を達成するための事業等に

ついて、役員会・運営委員会等で随時協議していく。

○総会、役員会、運営委員会の開催のほか運営に関する事務

２ 広報活動の強化検討 通年 
○人員を刷新し、ホームページの運営、広報紙発行（6/15、12/15

予定）及び掲示板の維持管理・活用に関する協議をしていく。 

【表２】 

事業項目 実施予定日 内 容 

１ 
海岸地区感震ブレー

カー設置事業
通年 

○大規模地震時の通電火災対策のため、各自治会が実施してい

る啓発及び新規設置等に関する必要な支援を実施する。

２ 盆踊りの開催 
8 月 14 日(日) 

○地域住民の連帯感を高め、地震などの災害時に自助・共助の

力を発揮するため盆踊りを検討、まちぢから協議会から実行

委員会を組織し、開催する。

３ 海岸地区市民集会 10 月 1 日(土) 
○地区住民が感じている茅ヶ崎市の課題等について、行政と協

議することを目的に開催する。 

４ 海岸地区防災訓練 10 月 15 日(土) ○実行委員会を設け、運営方法を協議していく。 

５ 海岸地区新年会 
令和 5 年 

1 月 14 日(土) 
○実行委員会を設け、実施計画を協議していく。

６ 梅まつり 
令和 5 年 

2 月 11 日(土) 
○実行委員会を設け、茅ヶ崎南地区まちぢから協議会との共催

をより積極的に実行計画を協議していく。

16



前年度決算額 予算額 内　訳

538,000 750,000

運営費等助成金　250,000円
うみかぜテラス  180,000円
特定事業費（広報紙発行事業）198,000円
防災訓練補助金　122,000円

5,589 5,598 令和3年度繰越金

0 116,000 防災訓練自治会分担金（R1年度実績：116,000円）

　事業費 0 590,000
合同新年会会費 150,000円（R1年度実績：148,000円）
梅まつり売り上げ・協賛金・お祝い金 440,000円（R1年度実績：
415,650円）

　助成金 2,500,000 0

9 2 利息等

3,043,598 1,461,600

支出の部

前年度決算額 予算額 内　訳

　【本部】 250,000 1,080,000

　事務費 26,921 30,000 消耗品等

　会議費 30,422 50,000 コピー代

　広報啓発費 14,302 50,000 ポスター・チラシ発行、ホームページ運営

　事業費 154,635 935,000

地区防災訓練　280,000円（R1年度実績：275,264円）
合同新年会　　150,000円（R1年度実績：176,797円)
梅まつり　　  500,000円（R1年度実績：498,448円）
広報掲示板保険  5,000円

10,880

2,500

　返還金 10,340 0

　【3部会】 0 0 部会活動は、本部費で計上

小計 250,000 1,080,000

使用料 14,990 180,000 教室使用料

市への返還金 75,010 0

小計 90,000 180,000

委託料 198,000 198,000
印刷校正委託（仕分け作業含む）
9,000部×２回

予備費 0 0

市への返還金 0 0

小計 198,000 198,000

-2,500

小計 2,500,000 0

5,598 0

0 3,600

85,350 0

3,043,598 1,461,600

15,000

繰越金

予備費

市への返還金（トータル）

0

合　　計

2,502,500

　負担金

特
定
事
業
費

広
報
紙
発
行
事
業

一
般
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ

助
成
事
業

広
報
掲
示
板
設
置
事
業

物品及び設置

使

用

料

う

み

か

ぜ

テ

ラ

ス

　分担金

　その他

合　　計

項　目

運
営
費

　繰越金

令和４年度　海岸地区まちぢから協議会収支予算

収入の部

項　目

　補助金
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特定事業の概要（海岸地区・海岸地区まちぢから協議会広報紙発行事業） 

 広報紙による海岸地区まちぢから協議会の活動内容について、情報発信を積極的に行い、協議会活動

を知り、興味・関心をもってもらうことが重要であるため、本事業の継続的な実施に至っている。 

積極的な活動を行っているものの、まだまだ地区住民のまちぢから協議会に対して認知が十分ではな

く、今後の事業展開を進めるうえで、新たな担い手の発掘や意見を求めながら協議会認知度の向上を図

る必要がある。 

また、自治会未加入者への情報提供が不十分であることも課題となっているため、地区内の公共施設、

自治会館等に配架することによって施設利用者をはじめ様々な住民への周知に努めている。 

（１）事業の概要 

◆事業概要

海岸地区まちぢから協議会広報紙発行事業

協議会の活動内容及び新たな担い手の募集を掲載した広報紙を地区内全戸に配布。

◆事業の内容

【実施主体】 海岸地区まちぢから協議会 

【企画・編集】 広報部会（部長１名 部会員５名） 

【印刷・校正】 委託 

【配布・回覧】 地区住民への全戸配布、公共施設等への配架等 

地区のホームページに掲載 

（２）事業のねらい 

協議会の活動紹介、地区情報を提供する広報紙を発行し地区全世帯に配布することで、自治会未加

入者も含め地区住民すべてが自地区についての情報を得ることを目的とする。 

広報紙の発行による効果については、組織の透明性や、活動の民主性を高めることができ、協議会

からさまざまな情報を発信することで、少しでも地域活動に興味・関心を持つ人が増え、事業や部会

に参加して、地域活動の推進につながることを期待できる。 

（３）令和３年度実績 

印刷部数 ９，０００部で地区内１２自治会内に全戸配布 

※予備含む市役所及びコミセン、自治会館に配架
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特定事業実施報告書（海岸地区・広報紙発行事業） 

事
業
の
実
施
内
容

活動内容 

地区住民が自地区についての情報を得て、関心を持ち、当事者として行動する

ことを期待し、海岸地区まちぢから協議会の活動紹介、地区情報を提供する広報

紙を発行し地区全世帯に配布すること。 

活動期間 令和３年４月１日～令和４年３月３１日 

実施体制 広報部会広報紙グループ 周知方法 
全戸配布及びコミセン、市役所

に配架。地区 HP に掲載。 

参加者数 

広報部会広報紙グループ

（グループ長１名 グルー

プ員５名） 

実施日 

通年 

発行日：令和３年６月 

令和３年１２月 

事業の目的や効果は達

成できましたか 

 設立当初は、協議会の活動などをチラシで回覧を中心に周知していた。本事業

では、全戸配布を実施することで、非自治会員にも協議会の存在や活動を広く周

知することができた。 

事業を計画的に実施す

ることができましたか 

 編集会議等については、昨年度培った経験を活かし、メール等を活用しながら

調整を進めることで、充実した内容の広報紙を令和３年６月１５日（第６号）と

令和３年１２月１日（第７号）に発行することができた。 

予算計画や予算配分は

適正でしたか 

 継続して広報紙を発行してきた経験値から紙面掲載内容を精査しことや、業

者との協議によって、昨年度に比べて 32,500円の経費削減をすることができた。 

事業の対象者となる地

域住民の意見聴取に努

めましたか 

 協議会の活動や情報を周知するだけでなく、新たな担い手となる部会員を募

集する記事や、住民が自由に意見を言える場である市民集会への参加募集記事

などを掲載し、意見聴取に努めた。 

一緒に活動するメンバ

ーはやりがいを感じて

いましたか 

部会員の中には、子育ての合間を縫って親子で参加しており、忙しい中でも自

身の役割を全うするために活動を行うことができた。 

事業の実施によって地

域コミュニティの醸成

や新たな担い手の発掘

につながりましたか 

コロナ禍において、各種事業が実施できない中でも、新たに設置した広報掲示

板の周知を本事業で行う等、地区住民に対して多様な情報発信手段を提供する

ことができた。さらに、公募委員の募集には比較的若い世代が申込をする等、広

報紙が海岸地区まちぢから協議会の認知度の向上や新たな担い手の発掘に寄与

している。 

課題と今後の展望につ

いて 

今年度より地域集会施設の指定管理者を受託したことを活かし、地域集会施

設の広報等も活用する等して、引き続き、経費削減の観点を持ちながら海岸地区

まちぢから協議会の認知度向上の方法について検討していきたい。 

また、本事業の開始から来年度で５年目になるため、効果測定を行う方法も別

途検討していきたい。 
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収支決算書 

収入 

支出 

＊対象経費は、領収証等により、認定コミュニティが支払ったことが確認出来ることが必要です。 

 科 目 予算額  決算額  内 訳 

補助金 198,000 198,000 認定コミュニティ特定事業助成金 

計 198,000 198,000  

 科 目 予算額 決算額  内 訳 

委託料 198,000 198,000 印刷・校正委託（仕分け作業含む） 

計 198,000 198,000  
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令和４年度 第１回地域コミュニティ企画事業審査会 

令和３年度 特定事業評価表 

【委員：塩崎副市長・総務部長・企画部長・財務部長】 

事業名 （６）海岸地区まちぢから協議会広報紙発行事業

地区名 海岸地区まちぢから協議会 

事業全体に関する評価や今後に向けた助言等をご記入ください。 

（総務部長） 

・事業実施を通じて、子育て世代の参加や若い世代の発掘など、成果があらわれていると

評価します。

・住民への意見聴取や経費削減など、持続可能な事業として定着できるよう、今後も取り

組んでほしい。

・広報事業は５地区で展開されている。横連携により成果や課題などを共有して、海岸地

区にふさわしい広報紙となることを期待する。

（企画部長） 

・経費削減に工夫しながら、非自治会員にも配布することで地域活動を促進しようと点で、

広報部会の皆さんの努力がうかがい知れます。 

かなり上質な紙でのカラー印刷なので、それを生かせるような色が映える地域のトピッ

クス記事をトップに持ってくると、読者の興味を引き、一層手にしてもらえる読んでも

らえる機会が増えるものと期待できます。 

（財務部長） 

・新たな票か手法を検討されているとのこと、本市も見習うところがまだまだありそうで

す。

・若者をターゲットとした、例えば SNS を積極的に使うなどご検討いただければと思い

ます。
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年度ご挨拶

海岸地区まちぢから協議会
会長　林　正明

今年は暖冬に始まり、梅、桜の開花も例年より
も3週間以上早く、畑の野菜も順調に育っています。
いつもの年ですと、この季節の私の楽しみは、
妻と二人で箱根方面へドライブに行き、国府津の
国道沿いの「のんき亭」で地魚定食を食べ、箱根
の旧道七曲りをとおり、沿道の燃えるような新緑
を楽しみ、湯元の「天成園」で温泉に入り、小田原
新宿の「ひもの横丁」で、魚とイカの塩辛を買い、
大磯の「井上蒲鉾店」で、さつまあげを買って帰り、
地酒の丹沢山で一杯やるのが最高の楽しみでした。
しかし、去年と今年は新型コロナウィルスのた
め止めました。皆様も私と同様に、残念で悔しい
思いをされていると思います。
令和2年は新型コロナウィルス感染防止対策
の為、市や海岸地区の行事はすべて中止となり、
会議体においても、中止や書面会議となりました。
令和3年に入っても、感染は一向に終息の状
態は見られず、唯ひたすらに、ワクチンの接種を
待ち望む私達です。国民の1％にも満たない接
種率の日本で、政府や東京都の責任者達はオリ
ンピックを実施するんだと言い続け結論を先延ば

ししています。最優先にすべき事は、国民の生
命と生活を守る事ではないでしょうか。
私は、このコロナウィルスによるパンデミック

は人災であると思います。未開の大森林を焼き、
温暖化によりシベリアの凍土を溶かし、奥深くに
眠っていた動物達や細菌、ウィルスをあぶり出し
た結果です。人類だけが持っている金銭欲、名
誉欲、権力欲を捨てないまでも、極力抑えて地
上の動植物達と共存、共栄する地球を再現する
事が、私達人類の責任だと考えます。100キロ
の金塊よりも100キロの米、ジャガイモを大切
にする気持ちを持ちたいものです。
海岸地区まちぢから協議会といたしましては、
今まで以上に地域のコミュニティーとして、住民
の方の安心、安全を目指し、住んで楽しい街づ
くりのために汗を流したいと思います。
掲示板も令和3年度中には合計14ヶ所の設置
が決定し、雄三通りの歩道のバリアフリー化も令
和2年度から県工事として一部実施され、今年
度も引き続きの施工が決まりました。また、感震
ブレーカーも全自治会会員宅の70％以上に設置
され、目標をほぼ達成いたしました。
今年度も前年度と同様に各行事やイベントは
中止になると思いますが、来年度には実施出来
る様に、しっかりと準備してまいります。
今後とも、皆様のご理解とご協力をよろしくお
願いいたします。

住んで良かったまちづくり

海岸まちぢから
発行日　令和3年6月15日　第6号
発行人　海岸地区まちぢから協議会
　　　　会長　林　正明

海岸地区コミュニティセンター
　　　　TEL 0467-82-6618
印　刷　ストリートファクトリー

TEL 0467-81-5594

第6号
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海岸地区まちぢから協議会には広報部会、防災安全部会、イベント企画
部会が組織され、それぞれ、まちぢから協議会の活動の一端を担っています。
防災に関する資格を持っている、写真撮影が趣味、ホームページを作っ

たことがある、広報紙発行の経験がある方などで、まちぢから協議会の
活動に関心のある方のお力を求めています。ぜひご参加ください。
ご参加いただける方は、メールアドレス
 kaigan.machidikara@gmail.com  にご連絡ください。

部会員募集 !!部会員募集 !!



海岸地区まちぢから協議会組織図（2021年6月現在）
広報紙の発行
ホームページの作成・維持・管理
掲示板設置の計画・管理
防災訓練の実施に関すること
安全・安心な暮らしに関すること

市民集会、合同新年会、梅まつり等主催
共催する催しに関すること

広報部会
部会長　真野宗直

防災安全部会
部会長　加嶋武彦

海岸地区コミュニティセンターの
管理運営に関すること

海岸地区コミュニティセンター管理委員会
会　長　佐藤良一

役員会

会　長

監　事

運営委員会
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海岸地区まちぢから協議会では、2018年の
発足以来、ホームページ、広報紙、回覧チラシ
などを用いて活動状況及び地域情報を地域の皆
さまにお知らせしています。さらに、回覧が回ら
ない自治会未加入の方や、ホームページを閲覧
することができない方に対しても地域情報をお知
らせするための装置として、地域内の各所に広報
掲示板を設置する事業を進めてきました。
掲示板設置場所は、目につきやすいこと、立ち
止まって閲覧する方の交通安全などを考慮した場
所を各自治会から提案していただき、2018年度
と2019年度は茅ヶ崎市の認定コミュニティ特定
事業助成金によって、次の７ケ所に設置しました。
【2018年度】　①高砂緑地南側（北1）、②東海岸
南第3公園（南3）、③ほし潮香公園北側（南4）、④
東海岸南第5公園一中通り側（南6）　
【2019年度】　①雄三通り会館前（南1）、②北三
丁目防災倉庫（北3）、③海岸地区コミュニティセ
ンター北側（北5）
2020年度は茅ヶ崎市の財政難のため市の助

成金が見込めなくなり、日本宝くじ協会による一
般コミュニティ事業の助成金を申請したところ採
択され、2021年度に次の6ヶ所に掲示板を設
置します。
①茅ヶ崎海岸郵便局北側（北1）、②鉄砲道・CSア
パート前（北2）、③一中通り北5交差点付近（南
2）、④東海岸北第4公園東側（北4）、⑤北5みん
なの広場入口（北5）、⑥プレシャスT・S南側（南5）
2021年度はこの他に自主財源を活用した1ヶ
所を加えて、掲示板の設置数は合計14ヶ所とな
り、この事業の第一段階の目標としていた“東海
岸地区の全自治会に掲示板を設置する”ことが実
現出来ることになります。設置場所をご提供くだ
さった皆さま及び茅ヶ崎市の担当部署のご支援ご
協力に、心から感謝します。
掲示板は、災害時にも最も確実な情報発信の
装置となることが想定され期待できます。また、
コロナ禍にあって手渡しの回覧版を中止した自治
会では、広報のツールとして機能しました。
今後も更に数ヶ所の掲示板設置を計画してい

きたいと考えています。
（掲示板グループ　今泉　勲）

雄三通り会館前 北三丁目防災倉庫 海岸地区コミュニティセンター北側

広報掲示板設置事業について

イベント企画部会
部会長　丸山　泰



2021年度運営委員一覧
役　職 氏　名 所　属
会　長 林　　正明 東海岸北二丁目自治会
副会長 真野　宗直 東海岸南三丁目自治会
副会長 丸山　　泰 海岸地区民生委員

児童委員協議会 
東海岸南一丁目自治会

書　記 今泉　　勲 東海岸小学校区
　青少年育成推進協議会

会　計 石井　正憲 推薦委員
監　事 渡辺　　功 東海岸北一丁目自治会
監　事 鈴鹿　隆司 海岸地区社会福祉協議会

東海岸北五丁目自治会
委　員 米井　博之 東海岸北三丁目自治会
委　員 渡辺　末一 東海岸北四丁目自治会
委　員 大野　茂生 東海岸南二丁目自治会
委　員 加嶋　武彦 東海岸南四丁目自治会
委　員 島田　　渡 東海岸南五丁目自治会
委　員 和田　智弘 東海岸南六丁目自治会
委　員 小林　正尚 パシフィックガーデン

　茅ヶ崎自治会
委　員 原　　京子 茅ヶ崎小学校区

　青少年育成推進協議会
委　員 加藤　大嗣 東海岸地区体育振興会
委　員 佐藤　良一 海岸地区コミュニティセンター

　管理委員会
委　員 町田奈津美 地域包括支援センターあい
委　員 山本　俊夫 ボランティアセンター海岸
委　員 小島　　茂 推薦委員
委　員 山田　秀砂 推薦委員
委　員 登尾　泉美   推薦委員
委　員 飯田　誠一 公募委員
委　員 伊藤　渚生 公募委員
委　員 池田　　裕 公募委員

2020年度決算報告・2021年度予算
【収入】 （単位：円）

項　目 2020年度決算 2021年度予算  
 前年度繰越金 3,283  5,589 
 補助金 577,600 538,000
 分担金 2,304 0 
 助成金 0 2,500,000 
 その他 2 1 

計 583,189 3,043,590 
【支出】 （単位：円）

項　目 2020年度決算 2021年度予算   
 事務費 46,024 30,000 
 会議費 48,733 50,000 
 広報啓発費 24,588 50,000 
 事業費 113,092 105,000 
 負担金 12,000 15,000 
 うみかぜテラス使用料 9,600 90,000 
 広報紙発行委託料 230,500 198,000 
 広報掲示板設置事業 0 2,502,500 

小計 484,537 3,040,500 
 市への返還金 93,063 0 
 次年度繰越金 5,589 3,090 

計 583,189 3,043,590 
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事業項目
海岸地区まちぢから
協議会の運営に関する
こと

広報活動の強化検討

海岸地区感震
ブレーカー設置事業

広報掲示板設置事業

盆踊りの開催（中止）

海岸地区市民集会

海岸地区防災訓練
海岸地区新年会

梅まつり

実施予定日

通年

通年

通年

通年

8月15日

10月2日

10月中
２０２２年 1月15日

２０２２年 2月11日

内　容
○ 海岸地区まちぢから協議会の目的を達成するための事業等について、
役員会・運営委員会等で随時協議していく。

○ 総会、役員会、運営委員会の開催のほか運営に関する事務
○ ホームページの運営、広報紙発行（6/15、12/15予定）及び掲示板
の維持管理・活用及び新規設置に関する協議をしていく。

○ 大規模地震時の通電火災対策のため、各自治会が実施している啓発
及び新規設置等に関する必要な支援を実施する。

○ コミュニティ助成を活用した新規６か所への設置を実施する。
（２０１８年度4基・２０１９年度3基：市特定事業費）
（２０２１年度7基：コミュニティ助成にて6基、自治会1基）
○ 地域住民の連帯感を高め、地震などの災害時に自助・共助の力を発
揮するため実行委員会を設け、盆踊りを開催する。

○ 地区住民が感じている茅ヶ崎市の課題等について、行政と協議するこ
とを目的に開催する。

○ 実行委員会を設け、運営方法を協議していく。
○ 実行委員会を設け、実施計画を協議していく。
○ 実行委員会を設け、茅ヶ崎南地区まちぢから協議会との共催をより積
極的に実行計画を協議していく。

2021年度事業計画
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まちぢから協議会は、人と人をつなぎ「コミュニティーを創造」します
・防災訓練を超える･･「近助」の力に注目
・向こう三軒両隣は「最も身近な運命共同体」
・目が合ったら･･ゴミ出ししながら「こんにちは！！」　
・あの人がふっと気にかかるとき･･新しい「コミュニティーが誕生」する！
最小コミュニティーが思いやりでつながって、明るく優しい茅ヶ崎になって
行きますように！　みんなで楽しく頑張っていきましょう　（H.Y.）

編・集
・後・記

海岸コミセン運営移管について
今年の４月から、「海岸地区コミュニティセンター」（以下、海岸コ

ミセン）は、海岸地区まちぢから協議会が管理運営を受託することに
なりました。
海岸コミセンは1986年4月23日に開設され、本年35周年を迎

えることができました。この間、利用されている各団体・サークル
の方に発表の場を提供するほか、幅広い分野の方々による講演会、
施設見学会などさまざまな文化的な企画も実施しています。しかし
ながら社会情勢の変化、新型コロナ感染症の拡大等により、地域の
利用者の皆様が一層、安心して使用できる施設が求められています。
海岸コミセンの運営は開設当初から、管理委託制度で運営してき

ましたが、地方自治法の改正に伴い、2005年度から指定管理者制
度に移行しました。今年度の指定管理者の改定に際し、海岸地区ま
ちぢから協議会と海岸コミセンの密接な関係から、海岸地区まちぢ
から協議会を指定管理者とする案がでました。　
海岸地区まちぢから協議会（以下、海岸まちぢから）と、海岸コミセ

ンとの関係を再構築する目的で、昨年6月から、海岸まちぢからから
丸山副会長、今泉書記、海岸コミセンから山田前会長、佐藤会長、
柴田副会長、市民自治推進課の窪田氏が参加してワーキンググルー
プを作り、約20回のミーティングを実施しました。ここで海岸コミセ
ンの基本的運営の確認、各規約、各規程の改定案を作成しました。そ
の結果、市指定管理者選定等委員会の評価を得て、本年4月から海
岸まちぢからが海岸コミセンの指定管理者となることが決定しました。
海岸コミセンが、これまで培ってきた事業実施のノウハウやアイ

デアを、海岸まちぢからの事業や組織運営に還元させることで、両
団体の今後のより良い活動に活かしていこうと考えます。
管理運営の受託者は変わることになりましたが、新たに「管理委員
会」を設け、海岸まちぢから協議会から独立して管理・運営すること
になります。したがって利用者の皆様には今までどおりのサービスを
提供させていただきます。海岸コミセンは、市内11カ所ある地域
集会施設のうち、規模は最小の施設ですが、利用者の方との距離
が近く、地域との関係性や繋がりを基盤とし、「狭いながらも楽しい
我が家」と感じていただけるような場の構築に務めてまいりますので
宜しくお願いいたします。　　　（海岸コミセン　会長　佐藤　良一）

2階大ホール

海岸コミセン外観

1階小ホール
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